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騒音と気流分離型消音器及び
これを用いた低騒音型設備装置
この成約を担当したのは齋藤幸一 特許流通アドバイザーです。

◆特許流通成功事例◆

技術シーズ名

特許第3227493号

一つの消音器で広帯域の騒音に対応

消音の原理には波長の位相

差や距離、吸音などがあるが、

それぞれの原理では消音でき

ない周波数帯がある。既存の

消音器は一つの消音原理しか

採用していないため、一般的

に広帯域を持つ騒音を低減させることができなかった。

そこで、長年、消音技術を研究してきた林Å消音技術

事務所の林Å正勝代表は、一つの消音器で広い周波数の

騒音を低減する「夢想流消音器」（商品名）を開発。1999

年には騒音と気流分離型消音器の発明で、第25回優秀環

境装置表彰（主催:日本産業機械工業会）の会長賞を受賞

した。

公的バックアップを求めて林G代表がセンターに相談

この技術を広めたいと、林Å代表はつてを頼って集塵

機メーカーや送風機メーカー、消音器メーカーなど30社

あまりを回った。だが、各社ともその性能には驚いてく

れたものの、実際の契約となると課題が多く、林Å代表

は消音器の売り込みを開始したが、個人の力では限界が

あると感じた。

齋藤幸一ADがこの技術と出会ったのはそんな時期だ。

2000年6月、公的機関のバックアップが欲しいと、林Å

代表が茨城県知的所有権センターを直接訪ねてきた。齋

藤ADは「10デシベル低減でも苦労するのに、25デシベ

ルとは画期的な技術と驚きました」と当時を述懐する。

相互信頼と技術価値の高い評価で契約成立に至る

齋藤ADのモットーは、「知財創生・知財権取得から活

用まで」の一気通貫で企業を応援すること。この姿勢に、

林Å代表は「齋藤ADなら本音で話ができる」と感じ、

活動が本格化した。技術の価値をいかに認めてもらうか

がカギになると見た齋藤ADは、集塵機メーカーから話

をして回わった。やがて、林Å代表の製造委託先から、

医療機器や制御盤の製造・販売などをしているエムシー

ソリューションが同技術に注目していることをキャッチ

し、折衝を開始した。林Å代表が長年研究してきた300

ページ余の技術レポートを高く評価してもらえ、ライセ

ンスが成立。「技術の価値や意図を両者で理解しあえたこ

とが成約につながった」（齋藤AD）。

また齋藤ADは、知名度アップ作戦として、新聞、雑

誌に新技術を紹介（4

誌に計7回掲載）。こ

の効果は抜群で、消

音器の受注・騒音対

策の相談が増加し、

ライセンス提供にも

寄与した。

（インタビュー：日経BP社産学

連携事務局ライター 森谷英

一郎）

図1 発明者の林A正勝代表

図2 高温の排気口に消音器を取り付けた
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◆特許流通成功事例◆

ネジ頭部と座金にそれぞれラチェットを設ける

日興ファスナー工業（群馬県伊勢崎市）の上田武会長

はアイデアマンである。鋼材の冷間鍛造技術を武器に運

動靴の鋼製スパイクなどを製造していたが、代替品が登

場し、鋼製部品事業の多角化に迫られた。この一環で、

ネジの緩み止め構造を開発した。

発明したネジの緩み止め構造のポイントは、ネジに組

み合わせる座金での工夫だった。ネジの頭部の下側と座

金の上側にそれぞれ階段状のラチェットを設け、お互い

にかみ合ってしっかり締結する仕組みである。同時に座

金下部に3、4個設けた小さな突起が、締結する“被締め

付け物”表面に食い込み、座金が被締め付け物に固定さ

れる仕組みとの組み合わせになっている（図1）。

このネジの緩み止め構造の技術移転を担当した三田隆

志ADによると、「ラチェットのピッチの幅と山の高さが

大き過ぎず、小さ過ぎずのバランスがポイントになって

いる」。大き過ぎると、製造誤差（公差）によるバックラ

ッシュによって緩みやすくなる一方、小さ過ぎるとラチ

ェットの階段を超えて締結が外れ、動いてしまう場合が

あるからだ。「絶妙のバランスが重要だった」という。

技術移転先をこまめに探し、伊勢崎市内で見いだす

2000年に、日興ファスナー工業の上田朱美社長は、伊

勢崎市商工会議所が開催した無料相談会に参加した。上

田武会長が80数歳と高齢なために、自社開発したネジの

緩み止め構造「V-LOCK」の事業化を積極的に進めるの

が難しいと判断し、「他社に事業化を任せたい」と、相談

に応じた三田ADに伝えた。

この結果、三田ADは、群馬県の企業を中心にこまめ

に技術移転先企業を探した。冷間鍛造によるネジの製造

は量産を前提とした事業だけに、技術面でのハードルが

高い。このため、技術移転先候補として約10社を、日興

ファスナー工業に紹介

した。

同じ伊勢崎市で自動

車部品を製造するマル

ナカがライセンス供与

先となった。2004年7

月に技術移転契約が締

結された。対象となった特許は2件である。

ネジ製造の量産技術の高いハードルを乗り越える

マルナカはネジの緩み止め構造を「ユルマンゾー」と

名付けて事業化に着手。冷間鍛造によってラチェット付

きの座金は実用化できた。問題はネジの量産製造だった。

三田ADは日興ファスナー工業に技術指導のため来社し

た、当時アイエスケーの技術顧問だった千葉工業大学の

江藤元大教授（当時）と知り合い、大型ネジメーカーの

アイエスケー（大阪市）と共同開発を提案した。そして、

同社に緩み止め構造向けネジの製造を依頼、アイエスケ

ーは緩み止め構造の量産技術の開発に着手している。

（インタビュー：日経BP社産学連携事務局編集委員　丸山正明）

図1 ネジの緩み止め構造
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「ネジ類の緩み止め構造」

この成約を担当したのは三田隆志 特許流通アドバイザーです。

技術シーズ名

特許第3474341号

（群馬県知的所有権センター〈群馬産業技術センター〉）

特許の所有者 

実施権の 
ライセンス先 

群馬県伊勢崎市 

上田朱美 

株式会社 

〒372-0851
群馬県伊勢崎市上蓮町239-4

マルナカ 

ラチェット

▼

この記事のお問い合わせは、
お近くの特許流通アドバイザーへお願いします。k
※文中の“特許流通アドバイザー”は、ADと略しています。



2005年3月31日までの報道記事・プレス発表より 

主な特許流通事例 主な特許流通事例 

ライセンス案件 

琉球大学　上江洲榮子教授 

大和実業（株） 

ヘメロカリス属植物の加工食品と 
その製造方法 

特許第3469163号 

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

プレス発表記事 

1

（沖縄県・西原町） 

（東京都豊島区） 

琉球新報　沖縄タイムス 
2004年10月25日 

個　人 中小企業 

担当した 下司 義雄 ADのコメント （沖縄県知的所有権センター） 

ライセンス案件 

（財）理工学振興会 

ヒロボー（株） 

連結車輌の車間連結機構 

特願2003-144865

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（東京都目黒区） 

（広島県府中市） 

日経産業新聞 
2004年11月12日 

3 TLO・大学 大企業 

担当した 鷹巣 征行 ADのコメント （理工学振興会） 

ライセンス案件 

国立大学法人金沢大学 

第一ファインケミカル（株） 

可溶性RAGEタンパク質 

特願2002-48182

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（金沢市） 

（富山県高岡市） 

北陸中日新聞 
2005年1月1日 

4 TLO・大学 大企業 

担当した 五十嵐 泰蔵 ADのコメント （金沢大学ティ・エル・オー） 

ライセンス案件 

エース（株） 

伸縮自在なストラップ装置及び 
それを備えたバッグ 

特許第3359627号 

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（東京都新宿区） 川北 喜十郎＜個人＞ 

（大阪市） 

b-platz press 2004年  VOL.10
日刊工業新聞　  2005年3月28日 

2 個　人 大企業 

担当した 梶原 淳治 ADのコメント （大阪府立特許情報センター） 

◆特許流通成功事例◆

琉球大学の上江洲榮子教授は、へメロカリス属の植物「アキ
ノワスレグサ」（沖縄では「クワンソウ」と呼ぶ）が鉄分を多
く含むことで貧血改善効果が高いことに着目して研究し、
2003年9月に特許を取得した。同時に、新聞記事を読んだ
農産物専用冷蔵庫の製造販売などを行う大和実業が特許実施
権を受けようと名乗りを上げた。両者が満足する実施条件を
提案するのに苦心したが、約2カ月半の短期間で実施許諾ラ
イセンスがまとまった。大和実業は早速、沖縄本島北部の今
帰仁村の農家に依頼し、1万m2の農地に苗を植え、2004
年秋に収穫した。収穫した植物を粉末化して錠剤の加工食品
とし、製造販売を開始した。この植物は催眠効果もあり、睡
眠改善と貧血改善に効果がある加工食品である。

無線操縦ヘリコプターの最大手のヒロボーは、車間連結機構
の特許の実施権ライセンスを理工学振興会（東工大TLO）か
ら受け、床下点検ロボットに適用した。二つの胴体が連結し
た構造の前部・後部についた細長い棒を伸縮することで全体
が折り曲がり、障害物を乗り越える仕組み。特許は、東工大
の広瀬茂男教授が長年にわたって研究しているヘビ型ロボッ
トの研究成果を基にしたもの。当初は住宅メーカーが床下点
検ロボットへの応用を提案し、特殊機械の製作が得意なヒロ
ボーに話を持ち込み、約3カ月でまとまった。住宅床下のシ
ロアリ被害の点検作業や災害現場の探索などの用途に販売す
る。「技術移転によって、ヒロボーがレスキューなどの新分
野進出の足がかりをつくる支援ができた」と語る。

ロックを外すと瞬時に十分な長さに引き伸ばすことができ、
逆に使わない時にはロックを掛けスライダーを引っ張ること
で、垂れ下がらない長さに縮められるストラップを持つバッ
グが開発された。バッグのストラップ装置を開発し、特許を
取得したのは、元エンジニアの川北喜十郎弁理士。2003年
10月に開催された全国特許流通アドバイザー会議で、千葉県
の阿草一男ADが本案件を紹介したのがきっかけで、技術移転
の支援を始めた。それまでは、川北弁理士自身がライセンス
先を自分で探していた。12月にエース大阪本社とライセンス
契約交渉を一緒に開始し、2004年6月にライセンス契約に
こぎ着けた。今回は、弁理士兼発明家の特許流通を支援する
ことを体験できた。

金沢大学大学院医学系研究科長の山本博教授の研究グループ
は第一ファインケミカルと糖尿病合併症の診断試薬キットを
共同研究していた。金沢大学ティ・エル・オーは、この研究
成果から産まれた特許内容をBIO2004国際展示会で発表し
た。ベンチャー企業のB-bridge社（米カリフォルニア州）
社長が展示ブースに立ち寄り、診断試薬キットを販売したい
との意向を示した。この結果、金沢大学ティ・エル・オーの
仲介によって、金沢大学から共同研究相手の第一ファインケ
ミカルに特許の実施権をライセンス許諾した。B-bridge社
という販売先が見つかったことから、第一ファインケミカル
は製造に踏み切った。販売先を確保したことで事業化が図ら
れ、特許流通が必須になった事例である。
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ライセンス案件 ライセンス案件 

（財）ひろしま産業振興機構 

東芝機械（株） 

精密機械加工方法ほか2件 

特願2004-56987

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（静岡県沼津市） 

（広島市） 

日本経済新聞 
2005年2月17日 

（財）岡山県産業振興財団 

大研医器（株） 

脳の冷却装置／流体注入装置 
脳の虚血監視モニタ 

特願2004-102719

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（岡山市） 

（大阪市） 

日本経済新聞 
2005年2月23日ほか 

（財）理工学振興会 

（株）小野電機製作所 

リンク式無段変速機 

特願2003-322367

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（東京都目黒区） 

（東京都品川区） 

日経産業新聞 
2005年3月23日 

特許流通の成約件数は 
（平成9年度～平成17年3月31日の累計） 

に達しました！！ 5,461件 

ライセンス案件 

7 TLO・大学 中小企業 

6 TLO・大学 大企業 

8 TLO・大学 中小企業 

ライセンス案件 

日本発条（株） 

三浦化成工業（株） 

カーテン吊下げ具 

PCT WO99／55208

ライセンサー（特許提供者） 

ライセンシー（特許導入者） 

報道記事 

（横浜市） 

（山梨県・忍野村） 

山梨日日新聞 
2005年1月13日 

5 大企業 中小企業 

担当した 還田 隆 ADのコメント （山梨県工業技術センター） 

担当した 上田 文明 ADのコメント （岡山県産業振興財団） 担当した 鷹巣 征行 ADのコメント （理工学振興会） 

担当した 野村 啓治 ADのコメント （ひろしま産業振興機構） 

1

1 特願2004-1123152

2

◆特許流通成功事例◆

広島大学工学研究科の山根八洲男教授は、研削盤の工具位置
を静電容量型距離センサーで精密に検知し、被加工品表面が
精密に平坦になる制御技術を開発した。ひろしま産業振興機
構と広島大学は、この技術を3件の特許として出願し、3件す
べてを東芝機械に独占的実施権として技術移転した。成約に
は約1年かかった。東芝機械は、熟練工でなくとも被加工品
の加工精度を高められ、加工時間の短縮にも役立つ技術とし
て導入した。山根教授が元々東芝機械出身で、かつ東芝機械
は共同研究者を派遣していた関係から、特許出願当初から東
芝機械への技術移転は自然な成り行きだった。東芝機械との
共同研究は現在も続いているため、特許流通の最適なタイミ
ングを考えると、その動きに目が離せない日々が続くという。

日本発条は板バネの応用品として「カーテン吊下げ具」を開
発し、特許出願中。この出願中の特許内容を発表した2003
年の特許流通フェアがきっかけとなり、神奈川県の特許流通
ADと協力し、プラスチック成形メーカーの三浦化成工業と
ライセンス交渉した。同社は、同特許の実施権ライセンスを
受け、布を挟むと簡単にカーテンが作れる留め具「アレンジ
フックン」を製品化した。同社は携帯電話機などの部品加工
を手掛けてきたが、カーテン吊下げ具の事業化によって日用
品事業に進出した。日用品を初めて手がける三浦化成工業に
対して、山梨県工業技術センターのデザインチームによる製
品の「パッケージデザイン」のバックアップを受けるように
奨めるなど、特許流通を中心とした総合的な支援を行った。

岡山大学は、同大学院医歯学総合研究科の森田潔教授と同大
医学部麻酔科の武田吉正助手が開発した研究成果を2件の発
明として特許出願中。この特許2件の実施権を医療機器メー
カーの大研医器がライセンス取得した。特許の一つは、救急
治療用の脳梗塞などによる障害を抑制するための脳の冷却装
置。冷却装置はのどにチューブを通して冷却剤を注入し、咽
頭（いんとう）部を直接冷やすことで症状の進行を効率的に
抑えるもの。2004年9月に森田教授を訪問し、技術移転先
候補として大研医器を紹介されたのがきっかけだ。大研医器
が提示するライセンスのロイヤリティーは、当初TLO側と
差があったが、いろいろな事業モデルを基に粘り強く交渉し、
双方が納得する金額で決着した。

東京工業大学大学院総合理工学研究科の小俣透助教授らが開
発した「負荷感応型無段変速機構」は、外力の大きさに応じ
て構造を変化させることで重いものを軽々と持ち上げたり、
何も持ち上げていなければ、その分素早く動ける技術。理工
学振興会（東工大TLO）が特許出願し、精密加工メーカーの
小野電機製作所が特許ライセンスを受けた。同社は東工大か
ら試験装置の製作を依頼された経緯があり、本特許に興味を
持った。2004年4月にライセンス交渉を開始し、2カ月で
成約した。同社は「最初はロボットの指機構から取り組むが、
将来は身体補助具への発展を目指している」という。今後も、
今回のように「大学周辺の中小企業への技術移転による産業
振興を高めていきたい」という。
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影山 千秋氏（住環境設計室代表）に聞く

設することができ、なおかつ無振動、

無騒音で、残土も出ない（図）。

さらに、専用の杭打ち機ではなく、

汎用重機のバックホー（油圧ショベル）

で施工できる点も見逃せない。杭打ち

に要するコストを大きく削減すること

ができるからだ。

影山代表は、こうして開発したブレ

ードパイルやその成形機について特許

を取得、さらにブレードパイルを用い

た新しい工法について実験を重ね、

2000年3月に福島県で第1号となる大

臣認定を取得した。ブレードパイルの

普及を目指すため、ライセンスに関し

て発明協会福島県支部の相澤正彬特許

流通アドバイザー（以下、相澤AD）

の協力を得るようになった。

自社特許を基に技術移転進める

ちょうどそのころ、電力事業関連の

大手企業が、送電線工事における鉄塔

基礎杭としてブレードパイルに関心を

示した。高圧線の下など高さに余裕が

ない場所、周囲が田や畑、丘陵地など

での工事でも、ブレードパイルであれ

ば安全に効率良く、経済的に基礎杭工

事ができるのではないかというのだ。

そこで、新しい工法の採用を提案する

ことにした。

設計に織り込むまでは大きな障害は

なかったが、鉄塔工事での独占的利用

を前提とした契約に当たっては、大企

業と零細企業の力関係からか、住環境

設計室は納得のいく契約交渉ができな

かった。交渉が停滞した際、影山代表

は相澤ADに相談した。

住環境設計室は、住宅をはじめとす

る各種建築物の企画や設計を行う、い

わゆる町の設計事務所だ。

1995年、阪神淡路大震災の後に、影

山代表は被害調査団の一員として、3

日間にわたり被災地を歩き回った。学

校や商業ビルなどの大きな建物は、比

較的被害が少なかったのに対し、狭い

敷地に寄り添うように建っている住宅

は軒並み倒れていた。

この光景を見たとき、影山代表は基

礎工事の重要性に改めて気付いたとい

う。「地盤の弱い敷地でも安全な支持

層まで施工でき、経済的で、なおかつ

環境にも優しい杭を作りたい」。そんな

思いが、まったく新しい基礎杭、ブレ

ードパイルの開発につながった。

業界の常識破る“圧密機構”

ブレードパイルは、鋼管の先端部分

を紡錘状にし、その周囲側面に複数枚

の翼（ブレード）を等間隔で付けた冷

間加工で成形した基礎杭（パイル）だ。

杭の長さは自由に設定できる。

ブレードパイルの大きな特徴は、杭

を回転させながら土の中に埋め込んで

いく際に、押し出された土が地上に排

出されるのではなく、水平方向に圧縮

される点だ。このような圧密機構を持

つ杭は、ブレードパイルだけ。そのた

め、比較的小さな力で短時間に杭を埋

相澤ADの助言や調整の結果、住環

境設計室の所有する特許などを基に、

両社が共願した新しい工法特許も取り

入れ、対等の立場での特許実施契約を

結ぶことができた。契約締結後は、既

設の送電線直下や、地盤の弱い山間部

での安全かつ経済的な鉄塔基礎杭とし

て、数多く採用された。現在までにこ

の工法を用いて70基あまりの鉄塔が建

設されており、電波塔などへの採用も

進んでいる。

相澤ADは、ライセンス先の選定に

関しても影山代表のよき相談相手とな

っている。「相澤さんは多くの企業を訪

問しており、企業を見る目が確か。総

代理店は1県に1社と決めているので、

特許流通アドバイザーとして全国レベ

ルの横のネットワークがあるのもあり

がたい」と影山代表。ライセンス先と

の契約に当たっては、同社の特許が正

しく実施されるよう、契約書の書き方

など相澤ADの実務的なアドバイスが

大いに役立っているという。

現在同社は、計13都県にライセンス

先を持つ。今後は大口径回転埋設杭や、

杭引き抜き工法など、同社の持つほかの

技術についても技術移転を計画中だ。

（インタビュー：日経BP社産学連携事務局 北澤京子）

狭い敷地や斜面でも杭打ち可能に
大手企業とも対等な立場で契約
住宅地などの狭い敷地や高圧線の下など、従来の杭打ち専用機では不可能、あ

るいはコスト高になる場所での工事を可能にしたのが「ブレードパイル」だ。

相澤正彬特許流通アドバイザーの協力を得て、ライセンス先を増やしている。

図　住宅地でのブレードパイルの施工状況

有限会社 住環境設計室
本社所在地 ：〒963-8071

福島県郡山市富久山町
久保田本木3-7

事業内容 ：建築の企画・設計・監理、
土木・建築の新工法開発

技術移転実績：15件

企 業 概 要
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知的財産信託とは、企業が持つ特許

権や著作権などの知的財産権を信託銀

行に預け、企業に代わって管理・活用

してもらう仕組みを指す。知的財産信

託を導入することにより、知的財産の

流通がいっそう促進し、ビジネスの幅

が広がって、新たな収益を生むことが

期待されている。

知的財産信託は、2004年12月に、

約80年ぶりに信託業法が改正され、信

託可能な財産として新たに知的財産権

が認められることになったのを受けて

登場した。

特に中小企業では今後、知的財産戦

略の一環として、知的財産信託を利用

するところが増えそうだ。

特許権を信託銀行が管理・活用

知的財産信託はまだ始まったばかり

なので、具体的なイメージがわかない

人も多いだろう。そこで、知的財産信

託の仕組みについて、具体的にみてみ

よう。

A社がB信託銀行との間で、A社の

持つCという特許権について、信託契

約を結んだとしよう。

この場合、特許権そのものは、A社

からB信託銀行に移る。A社はB信託

銀行から実施権を得る形になる。

「企業にとって、特許権は虎の子の

財産。そんな大事なものを信託銀行に

渡してしまってだいじょうぶか」と、

不安に思う経営者がいるかもしれない

が、その心配には及ばない。A社はC

特許をこれまで通り使うことができる

ので、C特許を用いた業務（例えば製

品の生産や販売）が影響を受けるわけ

ではない。

また、B信託銀行は、いくらA社か

ら信託されたとはいえ、C特許を自由

に売買したりすることはできない。例

えば、信託したC特許を使わせてほし

いという別の企業（D社）が表れたと

き、D社にライセンスするかどうかを

最終的に決めるのは、あくまでA社。

B信託銀行は、A社の指示を受けて、

契約の締結などの実務を担う。

さらに、ライセンスを受けたD社か

ら使用料が得られれば、B信託銀行は

A社に対して配当を支払う。

つまり、A社は、C特許について、B

信託銀行にエージェントとして働いて

もらうと考えれば分かりやすい。信託

銀行が信託された特許権を積極的に活

用することができれば、企業自身も、

より多くのライセンス収入が得られる

ことになる。

中小企業にメリット大きい

知的財産信託は、特に中小企業にと

ってメリットが大きい。

中小企業の多くは、ビジネスを展開

する上で特許権が重要であることはよ

く理解しているはずだ。しかしほとん

どの場合、特許の専門家を抱えるほど

の人的な余裕はない。

実際、社長自らが特許の出願からラ

イセンス契約、特許侵害への対応に至

るまで、一手にやらなければならない

というケースが少なくない。ただでさ

え研究開発・営業・労務と何役もこな

しているのに、特許まで手が回らない

というのが本音だろう。

中には、特許権の活用方法について

のノウハウが乏しいため、特許侵害が

疑われても、具体的にどのような対抗

措置を取ったらよいのか分からず、泣

き寝入りせざるを得ないケースもある

という。

その点、知的財産信託を利用すれば、

信託銀行が交渉の窓口となってくれる

ので、大手企業とも対等な立場で交渉

できる。中小企業の特許は、ややもす

れば過小評価されがちな面があるが、

正当に扱ってもらえるため、特許侵害

の歯止めにもなる。

さらに、将来的には特許の使用料が

配当となる信託受益権を販売して、投

資家から資金を集めることも考えられ

るだろう。地域の金融機関からの借り

入れが中心の中小企業にとっては、新

たな資金調達の手段にもなる。

知的財産信託を通じて、中小企業が

自分たちの持つ知的財産を有効に活用

し、事業の発展につながることを願っ

ている。 （談）

いよいよ始まった知的財産信託いよいよ始まった知的財産信託
自社の特許を信託財産に自社の特許を信託財産に、、中小企業にチャンス中小企業にチャンス
下別府 則竹 UFJ信託銀行総合企画部知的財産信託室主任調査役

特 許 流 通 ☆ こ こ が ポ イ ン ト

しもべっぷ・のりたけ氏　1989年東洋

信託銀行（現・UFJ信託銀行）入行。

名古屋支店、横浜支店、証券企画部、

法人業務推進部、クライアントサービ

ス部などを経て、2004年4月より現職。

イラスト：谷崎圭
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米国カリフォルニア大学サンタバ

ーバラ校の中村修二教授が、以前勤

めていた日亜化学工業を訴えた、青

色発光ダイオード（LED）の発明

対価を巡る訴訟は、2005年1月

11日に東京高裁が出した和解案で

決着した。この裁判では、「職務発

明」の対価が問われた。

この青色LED訴訟など、元社員

や現役社員が自分の発明の対価を

巡って会社を訴える際に、「職務発

明」という言葉が出てくる。

さらに、2005年4月から新し

い職務発明制度が施行された（特許

法35条第4項の改正）。この改正

を含めて、職務発明とは何かをおさ

らいしてみよう。

発明についての権利を
「相当の対価」で譲渡

“会社”に勤める従業者が、会

社の仕事の過程から生まれた“発

明”が「職務発明」である。会社

に勤める従業者の発明では、特許

を受ける権利は発明者である従業

者にある（帰属する）。

その従業者を雇用している会社

（一般の企業、大学、公的研究機

関などの“使用者”を指す）は、従

業者に給与を支払い、研究開発設

備と研究開発費用を提供すること

で、発明ができあがる環境づくり

に相当の貢献をしているといえる。

そこで発明が「職務発明」であ

る場合は、会社は従業者の許可が

無くても、その発明を無償で事業

などに利用できる。

ところが、会社はその職務発明

の特許を独占したり、実施権を他

の会社にライセンス供与すること

はできない。特許権は従業者にあ

るため、その権利を譲り受けるこ

とが必要になる。従業者は、この

権利を譲る際に、社内での貢献度

に応じて「相当の対価」を受け取

る権利を持つ。この相当の対価に

対して、従業者と会社の評価に大

きな違いがあると訴訟になる。

従来、「相当の対価」は、「発明

によって使用者

等が受けるべき

利益の額」、およ

び「発明がされ

るについて使用

者等が貢献した

程度」を考慮し

て決めるとされていた。

会社と従業者が事前に
「相当の対価」を話し合う

新しい制度では、使用者と従業

者の間での自主的な取決めを原則

としながらも、両者間の情報量や

交渉力の格差から、すべてを私的

自治に委ねるのは適切ではないた

め、取決めに至る協議の状況や従

業者等からの意見聴取の状況など

が不合理であった場合には、「相当

の対価」を、発明により使用者等

が受けるべき利益の額、発明に関

連して使用者等が行う負担、貢献

および従業者等の処遇その他の事

情を考慮して決めることとなった。

一般には、会社の職務発明規定

などで定める場合でも、使用者と

従業者とで「合理的に」取り決め

ることが重要となった。

改改正正されされたた「「職務発明制度職務発明制度」」ののポポイインントトはは
（2005年4月施行）

明治42年法（1909年） 使用者主義の立場
大正10年法（1921年） 発明者主義を基本理念に

昭和34年法（1959年） 「発明を受ける権利」「特許権」は、
原則、当該従事者にあるという
発明者主義

平成16年法（2004年、 職務発明に関係する「相当の対価」
施行は2005年4月から） を使用者等と従業者で協議して

合理的に決めるのが原則に

●特許法の職務発明制度の変遷


